【医師の数】
健康保険法第65条第4項第1号

医療法第21条第１項第1号

医療法施行規則第19条第1項第1号

【病床の種類は病院に確認すること！】
Ａ　精神病床及び療養病床に係る病室の入院患者数　(　　　　)人

Ｂ　精神病床及び療養病床に係る病室以外の入院患者(※)の数　(　　　)　人

Ｂ´Ｂのうち、耳鼻咽喉科、眼科の患者数　　(　　　)人

Ｃ　外来患者(※)の数　　(　　　)人

Ｃ´Ｃのうち、耳鼻咽喉科、眼科の患者数　　(　　　)人

· 歯科、矯正歯科、小児歯科及び歯科口腔外科の入院、外来患者を除く

Ｄ＝Ａ÷３＋(Ｂ－Ｂ´)÷2.5＋Ｂ´÷５＋(Ｃ－Ｃ´)÷2.5＋Ｃ´÷５

計算欄


Ｄ＜＝５２ならば　　医師の数　３

Ｄ＞５３の場合　　　医師の数　(Ｄ－５２)÷１６＋３
